
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

★館報：第 346号(2020年 5月 25日発行) 
★住所：鯖江市三六町 1丁目 4-12 
★TEL：51-5065 ★FAX：51-5066 
★Mail：SC-CC-Shinmei@city.sabae.fukui.jp 

☆ 神明公民館 ６月号☆ 
ホームページ メールアドレス 

 公民館利用再開について 
◎新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底したうえで、一部制限付き 

で施設利用を再開します。 

【利用再開日】令和２年５月２５日（月）～ 
 

【開館時間】 午前８時３０分～午後８時（当面の間） 

 
   
 

・当面の間、鯖江市民および市内団体（地区の公共的団体、文化講座）の方々

に限ります。 

 

  

・公民館を利用される場合には、利用者の氏名、住所、連絡先の記名が必要で

す。 
  

 

 

・３つの密（密閉、密集、密接）を避けた状態であっても、他市の方や名簿登

録者でない不特定多数の方の参加は出来ません。イベントや対外試合（大会）

および５０名以上の会議や集会を行うこともできません。 

 

 

題字：佐々木 肇 氏 

  

裏面をご覧ください。👉 

※高校生（高専生含む）以下は入館できません。 

 

※団体での利用人数の上限は５０人までとします。 
 

※名簿は、利用申請書等と一緒に保管をし、万が一感染者もしくは濃厚接触者が発生した場合 

速やかに報告するためのものです。 

 

【利用者について】 
 

★神明地区の人口（5月 1日現在）世帯数 6,477戸 男 8,391  女 8,831 計 17,222人 前月比 15人増 
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２日（火）７日（日）１６日（火）２１日（日）３０日（火）        

 

 

 

休館日 

①入館する際には、必ずマスクを着用してください。 

 

②体調不良の方または３７度以上の熱がある方は、公民館に入館できません。 

 

③ご利用の際には、手洗い、アルコール消毒液の使用を励行してください。 

※アルコール消毒液は設置してあります。 

 

④館内では、なるべく近距離での会話や大きな声を出さないでください。 

 

⑤原則として各部屋の制限人数を目安として、３つの密（密閉、密集、密接）を

避ける工夫をしてください。 

 

⑥定期的に室内の換気を行ってください。 

 

⑦室内では利用者間の身体的距離を２メートル（最低１メ 

ートル）を目安に確保してください。また、近距離の対面 

した座席の配置はしないでください（互い違いに座るなど 

の工夫をお願いします）。 

 

⑧原則として、公民館での飲食（個人の水分補給を除く）をしないでください。 

 

⑨利用開始および終了時には、除菌スプレーなどを利用し、ドアノブや使用備品 

を消毒してください。 

※アルコール消毒液は事務所に用意してあります。 

 
※感染者および国や県の動向など状況により変化が生じた場合は、予告なく再開を中断する場

合がありますので、ご了承ください。 

ご協力をお願いいたします。 

【利用に関する注意事項】 
 

 新型コロナウイルスは高齢者や基礎疾患のある方は重症化するリスクが高いことが報告

されています。うつらない、うつさないために、一人一人が徹底した感染防止対策をお願い

します。 


